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三

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
十
七
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
中
津
中
殿
店

　
　
　
　

中
津
市
中
殿
町
三
丁
目
二
番
一　

外

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

エ
ム
エ
ル
・
エ
ス
テ
ー
ト
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

芳　

野　

秀　

俊

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
　
　

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
番
六
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称

　
　
　

変
更
前　

ケ
イ
エ
ル
・
リ
ー
ス
＆
エ
ス
テ
ー
ト
株
式
会
社

　
　
　

変
更
後　

エ
ム
エ
ル
・
エ
ス
テ
ー
ト
株
式
会
社

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
元
年
十
二
月
五
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日
か
ら
令
和
二
年
五
月
十
四
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　

 　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
五

月
十
四
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

 　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
前
津
江
町
大
野
字
ウ
ス
キ
七
〇
番
一
五
、
七
〇
番
四
五
、
七
〇
番
五
二
、
七
〇
番
五
三

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

一



令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

県
道
川
登
臼

杵
線

臼
杵
市
大
字
乙
見
字
西
平
一

一
七
〇
番
一
の
二
か
ら

臼
杵
市
大
字
乙
見
字
大
道
畑

一
五
〇
七
番
一
地
先
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
一
・
〇

　

～　

五
・
〇

メ
ー
ト
ル

二
二
二
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

後

Ａ

一
一
・
〇

　

～　

五
・
〇

二
二
二
・
〇

Ｂ

三
九
・
六

　

～
一
〇
・
一

二
〇
八
・
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

一
般
国
道
五

〇
二
号

臼
杵
市
大
字
掻
懐
字
ビ
ワ
ガ
淵
四
八
番
二

か
ら

臼
杵
市
大
字
掻
懐
字
西
ノ
間
戸
一
九
六
六

番
二
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
〇
・
〇

～　

九
・
〇

メ
ー
ト
ル

一
、
一
五
五
・
〇

後

二
六
・
五

～
一
〇
・
八

一
、
一
五
五
・
〇

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
前
津
江
町
大
野
字
ウ
ス
キ
七
〇
番
二
〇
、
七
〇
番
二
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
前
津
江
町
柚
木
字
ハ
チ
ハ
ミ
四
五
八
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局

並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い



令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

 

平
成
三
十
一
年
度
税
制
改
正
等
に
係
る
県
税
総
合
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
法
人
課
税
関
係
改
修
業
務
委
託

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
税
務
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

富
士
通
株
式
会
社
大
分
支
店　

支
店
長　

福　

田　
　
　

巧

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

四
千
九
百
二
十
八
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　

 　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
宇
佐
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
宇
佐
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

宇
佐
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
事
項

　
　

宇
佐
都
市
計
画
道
路
中
三
・
三
・
一
号
柳
ヶ
浦
上
拝
田
線
ほ
か
三
路
線
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

名　
　
　
　

称

位　
　
　
　
　
　
　
　
　

置

変
更
の
概
要

起　
　
　

点

終　
　
　

点

三
・
三
・
一
号

柳
ヶ
浦
上
拝
田
線

宇
佐
市
大
字
江
須
賀

字
末
金

宇
佐
市
大
字
上
拝
田

字
カ
ン
子
田

一
部
区
域
の
変
更

三
・
三
・
一
五
号

黒
川
松
崎
線

宇
佐
市
大
字
順
風
新
田

字
黒
川
添

宇
佐
市
大
字
松
崎
字
鶴
野

一
部
幅
員
の
変
更

一
部
区
域
の
変
更

一
部
構
造
形
式
の
変
更

車
線
数
の
決
定

三
・
四
・
一
三
号

長
洲
北
宇
佐
線

宇
佐
市
大
字
長
洲

字
外
野
田

宇
佐
市
大
字
北
宇
佐

字
五
ヶ
辻

一
部
区
域
の
変
更

車
線
数
の
決
定

三
・
五
・
二
〇
号

江
須
賀
線

宇
佐
市
大
字
江
須
賀

字
中
村

宇
佐
市
大
字
江
須
賀

字
御
神
子
山

一
部
区
域
の
変
更

車
線
数
の
決
定

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

都
市
計
画
変
更
の
案
の
縦
覧
期
間

　
　

令
和
二
年
一
月
十
五
日
か
ら

　
　

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
ま
で

四　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

宇
佐
市
大
字
上
田
千
三
十
番
地
の
一　

宇
佐
市
建
設
水
道
部
都
市
計
画
課

三



令
和
二
年
一
月
十
四
日

四

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

日
田
都
市
計
画
用
途
地
域
（
日
田
市
決
定
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

日
田
都
市
計
画
道
路　

三
・
四
・
十
三
号
丸
山
五
和
線
（
日
田
市
決
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
十
七
号
三
郎
丸
西
有
田
線
（
日
田
市
決
定
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

日
田
都
市
計
画
公
園　

三
・
二
・
三
号
星
隈
公
園
（
日
田
市
決
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
・
四
・
一
号
慈
眼
山
公
園
（
日
田
市
決
定
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課


